
 

円山動物園エレベーター保守業務（日立製作所製）仕様書 

 

１ 業務概要 

 本業務は、円山動物園に設置されている日立製作所製のエレベーターに

ついて、専門的見地による点検及び測定等を実施することにより、劣化並

びに不具合の状況を把握し、部品交換等、保守の措置を適切に講じるとと

もに、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することとす

る。 

 

２ 業務委託期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

３ 業務対象施設 

  札幌市中央区宮ケ丘３番地１ 

札幌市円山動物園 

 

４ 業務対象設備 

対象設備は円山動物園に設置されているエレベーターとし、次のとおり

とする。 

 １号機 乗用  アフリカゾーン カバ・ライオン館 

 ２号機 乗用  アフリカゾーン キリン館 

３号機 乗用  ゾウ舎 

 

５ 業務内容 

 (1) 業務の仕様 

   本仕様書に記載されていない事項は、別紙「円山動物園エレベーター

保守業務特記仕様書」、及び直近年度版の(国土交通省大臣官房官庁営繕

部監修）｢建築保全業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）フル

メンテナンス契約に基づくものとする。 

 

 



 

(2) 修理・取替え、交換等の範囲 

修理・取替え、交換等の範囲は、共通仕様書の第２編第７章搬送設備

第２節エレベーター表 7.2.2 の保守契約の種別「ＦＭ（フルメンテナン

ス）契約」を適用する。 

 (3) 点検項目、点検内容及び点検周期 

各エレベーターの点検項目、点検内容及び点検周期は、共通仕様書の

第２編第７章搬送設備第２節エレベーター7.2.4 点検共通事項の「表 

7.2.5、表 7.2.6」を適用するが、建築基準法に基づく定期検査及び特定

行政庁への報告は本業務内に含むものとする。 

1 号機 
表 7.2.5 ロープ式エレベーター（マイコン制御）・ 

表 7.2.6 機械室なしエレベーターを適用。 
2 号機 

3 号機 

なお、別紙「点検結果報告書」を該当する項目について作成し、提出

すること。 

また、点検結果報告書は受託者の様式に替えることができるものとす

るが、予め委託者の承諾を得ることとする。 

(4) 故障時の対応 

   受託者は 24 時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手

段で対処する。なお、故障、災害等により、エレベーター内の閉じこめ又

は機能停止が生じた場合は、委託者からの連絡を受け、可能な限り速やか

に復旧措置を講じるよう努めるものとする。 

６ 業務関係提出図書 

  以下の書類を作成し、定められた期日までに委託者に提出し、承諾を得

ること。 

 (1) 業務関係図書 

共通仕様書の第１編第１章総則第３節「業務関係図書」による。 

業務計画書（業務の開始前まで） 

作業計画書（業務の開始前まで） 

 (2) 緊急時連絡体制表（業務の開始前まで） 

 (3) 業務責任者選任届（業務の開始前まで） 

 (4) 業務担当者資格簿（業務の開始前まで） 



 

 (5) 点検結果報告書（点検周期ごと速やかに） 

 (6) 業務完了届（点検周期ごと速やかに） 

(7) 業務着手届（業務の開始前まで） 

 

７ 業務関係資料 

  業務の実施に先立ち、受託者は次の関係資料を閲覧することができる。 

  なお、閲覧に際しては委託者の承諾を得るものとする。 

 (1) 点検・検査記録関係 

エレベーター点検記録 

エレベーター検査記録 

(2) 図面類 

  ア 竣工図 

  イ 機器完成図 

  ウ 取扱説明書 

 

８ 業務の記録  

  受託者は次の管理用記録書類を整備し、保管すること。 

 (1) 委託者との打合せ記録簿 

 

９ 業務責任者選任届 

  受託者は業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって委託者に

提出し、承諾を得ること。なお、変更があった場合も同様とする。  

 (1) 氏名 

 (2) 資格書（写） 

 (3) 受託者との雇用関係を証明する書類 

 

10 業務担当者 

  業務担当者の氏名、資格については、書面をもって委託者に提出し、承

諾を得ること。 

    なお、作業等の内容に応じた必要な知識及び技能を有するものとし、法

令により作業資格が定められている場合は、当該資格を有する者が行うこ

と。  



 

11 業務条件 

 (1) 保守業務 

  保守業務の実施日、時間帯は次の通りとする。なお実施日は委託者と事

前に協議すること。 

   休園日の午前９時から午後５時まで 

   （毎月第 2･4 水曜日(休日の場合は翌日)、4 月６日～1０日、 

11 月９日～1３日、12 月 29 日～31 日） 

 (2) 保守業務の結果、対象設備に受託者の責に起因する修繕及び改修が発

生した場合は、これに要する経費は全て受託者の負担とし、当該修繕及

び改修内容は予め委託者の承諾を得るものとする。 

 

12 適用法令 

  保守業務の実施にあたり、建築基準法、労働安全衛生法及び関係法令等

を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 

 

13 廃棄物の処理等 

  保守業務の実施に伴って発生した廃棄物の処理費用は、受託者の負担と

する。 

 

14 業務の検査 

  受託者は委託者指示に従い、次の検査を受ける。 

 (1) 業務完了検査 

   保守業務の完了後、直ちに業務完了検査を受ける。 

 

15 駐車場の利用 

  業務を実施する上で施設内の駐車場を使用する際は、委託者に事前に承

諾を得るものとする。 

 

16 特記事項 

 (1) 受託者の負担の範囲 

   受託者の負担の範囲は次による。 



 

  ア 点検に必要な工具、計測機器等（点検機器に付属しているものを除

く） 

  イ フルメンテナンス保守契約に係る交換・消耗部品、材料、油脂等 

  ウ 文具等の事務消耗品 

  エ 日誌及び報告書の用紙、記録ファイル等 

 (2) 環境負荷の低減 

  ア 本業務の履行において、委託者である札幌市の環境マネジメントシ

ステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。 

  イ 本業務の履行において使用する商品、材料等は、極力環境に配慮し

た物を使用すること。 

  ウ 報告書等成果品に紙を使用する場合、古紙１００％を使用し、複数

ページにわたる場合、原則として両面印刷とする。 

 (3) その他 

   共通仕様書、本仕様書及び特記仕様書に記載されていない事項におい

て疑義が発生した場合は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 


